
畜
産
物
価
格
等
に
関
す
る
決
議

我
が
国
の
畜
産
・
酪
農
経
営
は
、
配
合
飼
料
価
格
の
高
騰
、
畜
産
物
の
消
費
と
価
格
の
低
迷
、
東
京
電
力
株
式
会
社
の
原
発

事
故
に
伴
う
風
評
被
害
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
厳
し
い
環
境
下
に
あ
る
。
特
に
、
配
合
飼
料
に
つ
い
て
は
、
為
替
相
場
の
円

安
傾
向
を
背
景
に
今
後
更
な
る
価
格
の
上
昇
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
畜
産
・
酪
農
経
営
の
将
来
展
望
を
一
層
困
難
な
も
の
と
し

て
い
る
。

よ
っ
て
政
府
は
、
こ
う
し
た
情
勢
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
五
年
度
の
畜
産
物
価
格
及
び
関
連
対
策
の
決
定
に
当
た
り
、
次
の

事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
単
価
に
つ
い
て
は
、
生
産
者
の
努
力
が
報
わ
れ
、
意
欲
を
持
っ
て
営
農
に
取
り
組
め
る
よ
う
、

飼
料
価
格
の
高
騰
等
に
十
分
配
慮
し
、
再
生
産
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
適
切
に
決
定
す
る
こ
と
。
加
工
原
料
乳
限

度
数
量
に
つ
い
て
は
、
生
乳
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
生
産
意
欲
の
増
大
を
図
る
た
め
、
適
切
に
決
定
す
る
こ

と
。ま

た
、
後
継
者
の
確
保
、
酪
農
ヘ
ル
パ
ー
へ
の
支
援
な
ど
生
産
基
盤
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
国
産
チ
ー
ズ
の
生
産
を

拡
大
す
る
た
め
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

二

牛
肉
・
豚
肉
の
安
定
価
格
及
び
肉
用
子
牛
の
保
証
基
準
価
格
等
に
つ
い
て
は
、
畜
産
農
家
の
経
営
安
定
に
資
す
る
よ
う
、

需
給
動
向
、
価
格
の
推
移
、
飼
料
価
格
の
高
騰
等
に
十
分
配
慮
し
、
再
生
産
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
適
切
に
決
定

す
る
こ
と
。

三

畜
産
・
酪
農
の
経
営
安
定
対
策
に
つ
い
て
は
、
畜
種
別
・
地
域
別
・
経
営
体
ご
と
の
特
性
に
対
応
し
、
十
分
な
所
得
を
確

保
で
き
る
実
効
あ
る
制
度
と
し
て
確
立
す
る
た
め
、
そ
の
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

四

配
合
飼
料
価
格
安
定
制
度
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
畜
産
・
酪
農
経
営
の
安
定
に
寄
与
す
る
よ
う
補
塡
財
源
の
確
保
な
ど



十
全
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
配
合
飼
料
価
格
が
高
止
ま
り
す
る
中
、
農
家
負
担
の
軽
減
を
図
る
観
点
か
ら
、
制
度
の

見
直
し
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

五

飼
料
の
輸
入
依
存
体
質
を
転
換
し
、
国
産
飼
料
に
立
脚
し
た
畜
産
・
酪
農
を
確
立
す
る
観
点
か
ら
、
飼
料
用
米
・
稲
発
酵

粗
飼
料
・
稲
わ
ら
・
エ
コ
フ
ィ
ー
ド
の
利
用
拡
大
、
水
田
・
耕
作
放
棄
地
へ
の
放
牧
等
の
耕
畜
連
携
を
強
力
に
推
進
す
る
と

と
も
に
、
草
地
更
新
や
品
種
改
善
な
ど
国
産
飼
料
の
生
産
基
盤
対
策
を
充
実
・
強
化
す
る
こ
と
。

六

原
発
事
故
に
伴
う
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
牧
草
地
の
除
染
対
策
と
汚
染
さ
れ
た
稲
わ
ら
、
牧
草
及
び
堆
肥
の
処

理
を
迅
速
に
進
め
る
こ
と
。

ま
た
、
原
発
事
故
に
係
る
風
評
被
害
対
策
に
徹
底
し
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、
東
京
電
力
に
よ
る
損
害
賠
償
が
迅
速
か
つ

適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

七

地
産
地
消
や
食
育
の
取
組
を
進
め
、
国
産
畜
産
物
の
消
費
拡
大
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
諸
外
国
に
向
け
た
国
産
畜
産
物

の
信
頼
回
復
等
輸
出
促
進
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
。

八

Ｂ
Ｓ
Ｅ
に
係
る
輸
入
牛
肉
の
規
制
緩
和
に
当
た
っ
て
は
、
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
た
検
証
を
十
分
に
行
い
、
消
費
者
の
理

解
を
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

九

Ｅ
Ｐ
Ａ
交
渉
及
び
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
参
加
に
向
け
た
関
係
国
と
の
協
議
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
の
畜
産
・
酪
農
が
今
後
と
も

安
定
的
に
発
展
で
き
る
よ
う
、
平
成
十
八
年
十
二
月
の
本
委
員
会
の
「
日
豪
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
交
渉
開
始
に
関
す
る
決
議
」
及
び
平

成
二
十
三
年
十
二
月
の
本
委
員
会
の
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
協
定
交
渉
参
加
に
向
け
た
関
係
国
と
の

協
議
に
関
す
る
決
議
」
を
十
分
に
踏
ま
え
て
臨
む
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


